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産前産後休業期間中の掛金・
負担金が免除されます。

｜ 平成 26年 4月 1日施行 ｜
　平成 26年 4月 1日から、産前産後休業期間中の掛金・負担金が免除されることになりま
した。組合員からの申出により、「産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後
休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間」掛金・負担金の免除が行われます。
申出方法などの詳細は４月号でお知らせいたします。
（掛金・負担金免除イメージ）
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育児休業手当金の給付率が
引き上げられる予定です。

｜ 平成 26年 4月 1日施行予定 ｜
　育児休業中の所得を補う「育児休業手当金」は、現在、給料日額の 50%を支給しています。
　26年度は、その給付率を変更し、育児休業開始時から 6ヶ月に達するまでの期間は、支
給率を 67%とすることが予定されています。これは、子育て世代の経済支援と男女ともに
積極的な取得を促進することを目的として引き上げられます。

市町村長が選挙する組合会議員の
補欠選挙が行われました

　去る、1月15日に第1区市町村長側議員の補欠選挙が行われ、さいたま市長の
清水勇人氏が当選されましたのでお知らせいたします。
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